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令和２年度は、平成30年度の各支部の医療給付費等

の実績に基づき、新たな保険料率に見直す

平均保険料率は10％

今回より激変緩和措置終了、インセンティブ制度開始

４月納付（３月賦課）分の保険料率から新たな保険料

率に変更

Ⅰ．令和２年度 都道府県単位保険料率算定のポイント
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Ⅱ．協会けんぽの収支見込（医療分）
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Ⅲ．令和２年度 富山支部保険料率

全国
令和2年度
富山支部

令和元年度
富山支部

医療給付費についての調整前の所要保険料率（ａ） 5.27% 4.81% 4.75%

調整（ｂ）
年齢調整 - ▲0.08% ▲0.08%

所得調整 - 0.17% 0.17%

① 医療給付費についての調整後の保険料率（ａ+ｂ） 5.27% 4.90% 4.85%

② 共通料率等※ 4.73% 4.82%

所要保険料率（①+②） 10.00% 9.63% 9.67%

③ 調整

激変緩和措置 - - 0.04%

精算分 - ▲0.03% 0.00%

インセンティブ分 - ▲0.003% -

令和2年度保険料率（①+②+③） 10.00% 9.59% 9.71%
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Ａ.第2号都道府県単位保険料率 3.89%

● 端数整理のため、計数が整合しない場合がある（インセンティブ制度に係るものは0.001％単位で四捨五入、その他は
0.01％単位で四捨五入）

● 震災に伴う波及増の告示額が未確定（令和２年１月下旬頃確定する予定）であること等から、現時点において暫定版で
ある。

※共通料率等（Ａ+Ｂ－Ｃ） 4.73%

Ｂ.第3号都道府県単位保険料率 0.87%

Ｃ.収入等の率 0.03％

【参考】

・第2号都道府県単位保険料率（共通料率等のＡ）及び収入等の率（共通料率等の
Ｃ）には、インセンティブ制度による加算額及び減算額は含まれていない。

・第3号都道府県単位保険料率（共通料率等のＢ）及び収入等の率（共通料率等の
Ｃ）には、平成30年度の都道府県支部ごとの収支差の精算分は含まれていない。

＜参考＞



令和２年度
富山支部保険料率 ＝ 第1号保険料率

＋ 共通料率等
+ 精算・インセンティブ分

Ⅳ．令和２年度 富山支部保険料率の算定方法
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